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次 

 
 

告 
 

示 

○ 

救
急
病
院
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 

一 

○ 

一
般
競
争
入
札
□
保
留
地
の
処
分
□
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

正 
 

誤 

○ 

令
和
五
年
七
月
七
日
付
け
県
報
定
例
第
一
三
八
五
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
六
号 

 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
□
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
と

し
て
救
急
業
務
に
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
□
た
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
認
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名 
 

 
 

 

称 

所 
 

 

在 
 

 

地 

認
定
の
有
効
期
限 

千
葉
県
こ
ど
も
病
院 

千
葉
市
緑
区
辺
田
町
五
七
九
番
地
の

一 

令
和
十
一
年
三
月
十
七

日 

医
療
法
人
社
団
協
和
会 

滝

不
動
病
院 

船
橋
市
南
三
咲
四
丁
目
一
三
番
一
号 

〃 

医
療
法
人
社
団
樹
徳
会 

佐

倉
整
形
外
科
眼
科
病
院 

佐
倉
市
大
崎
台
三
丁
目
一
一
番
一
七

号 

〃 

医
療
法
人
社
団
千
寿
雅
会 

長
谷
川
病
院 

市
原
市
八
幡
一
一
五
番
地
一 

〃 

 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
三
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

成
田
パ
□
ク
シ
□
□
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
□ 

 
 

 

成
田
市
赤
坂
二
丁
目
一
番
地
一
〇 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

一
般
財
団
法
人
千
葉
県
ま
ち
づ
く
り
公
社 

代
表
理
事 

海
寳
伸
夫 

 
 

 

千
葉
市
中
央
区
富
士
見
二
丁
目
三
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

一
般
財
団
法
人
千
葉
県
ま
ち
づ
く
り
公
社 

代
表
理
事 

櫻
井
和
明 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

一
般
財
団
法
人
千
葉
県
ま
ち
づ
く
り
公
社 

代
表
理
事 

海
寳
伸
夫 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ボ
ン
ベ
ル
タ 

代
表
取
締
役 

立
石
真
辞
ほ
か 

 
 

 

成
田
市
赤
坂
二
丁
目
一
番
一
〇
号
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
リ
テ
□
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

古
澤
康
之
ほ
か 

 
 

 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
三
月
一
日
ほ
か 

二 
届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
成
田
市
経
済
部
商
工
振
興
企
業
立
地
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

23

日 

定 
 

例 

 

 

（一） 

 

（二） 



 
 

 

二 
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そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
三
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

も
り
ま
ち
ち
は
ら
台
モ
□
ル 

 
 

 

市
原
市
ち
は
ら
台
南
二
丁
目
三
二
番
地
二
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

窪
田
博 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

池
谷
幹
男 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
窪
田
博 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ヨ
□
ク 

代
表
取
締
役 

大
竹
正
人
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
江
東
区
青
海
二
丁
目
五
番
一
〇
号
テ
レ
コ
ム
セ
ン
タ
□
ビ
ル
西
棟
一
二
階
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
イ
ト
□
ヨ
□
カ
堂 

代
表
取
締
役 

山
本
哲
也
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
市
原
市
経
済
部
商
工
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
三
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

舞
浜
駅
前
開
発 

 
 

 

浦
安
市
舞
浜
二
番
地
一
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド 

代
表
取
締
役 

高
橋
渉 

 
 

 

浦
安
市
舞
浜
一
番
地
一 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
パ
ル
グ
ル
□
プ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

井
上
隆
太
ほ
か 

 
 

 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
道
修
町
三
丁
目
六
番
一
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
パ
ル
グ
ル
□
プ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

児
島
宏
文
ほ
か 

 
 

 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
道
修
町
三
丁
目
六
番
一
号
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
一
月
五
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
浦
安
市
市
民
経
済
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

一
般
競
争
入
札
□
保
留
地
の
処
分
□
の
実
施 

 
千
葉
県
都
市
計
画
事
業
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
保
留
地
の
処
分
に
関
す
る
規
則
□
平
成
九
年
千
葉

県
規
則
第
十
号
□
以
下
□
規
則
□
と
い
う
□
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に

よ
り
保
留
地
を
処
分
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

処
分
す
る
保
留
地 

物
件 

番
号 

所 
 

 

在 

面 
 

積 

最
低
売
却
価
格 

 
 

 
 

 

（一） 

 

（二） 
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１ 

流
山
市
□
流
山
都
市
計
画
事
業
運
動

公
園
周
辺
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区

画
整
理
事
業
区
域
内
五
七
街
区
三―

一
画
地
□
三―

二
画
地
及
び
三―

三

画
地
□ 

三
七
六
・
四
五

㎡ 

八
三
□
一
九
五
□
〇
〇
〇
円 

２ 

流
山
市
□
流
山
都
市
計
画
事
業
運
動

公
園
周
辺
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区

画
整
理
事
業
区
域
内
一
七
三
街
区
五

画
地
□ 

一
□
四
五
七
・

四
七
㎡ 

二
八
四
□
二
○
六
□
〇
〇
〇

円 

二 

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 

１ 

規
則
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
□ 

 

２ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
□
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
□ 

 

３ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又

は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

と
□ 

 

４ 

全
て
の
都
道
府
県
税
並
び
に
法
人
税
又
は
所
得
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
□ 

三 

契
約
条
項
及
び
分
譲
案
内
書
を
示
す
場
所
並
び
に
問
合
せ
先 

 
 

流
山
市
南
流
山
一
丁
目
一
三
番
地 

千
葉
県
流
山
区
画
整
理
事
務
所 
電
話
〇
四
□
七
一
三
八
□
六

三
六
〇 

四 

入
札
及
び
開
札
の
期
間
及
び
場
所
等 

 

１ 

入
札
の
期
間 

令
和
八
年
六
月
二
十
五
日
□
木
曜
日
□
及
び
二
十
六
日
□
金
曜
日
□
の
午
前
九
時

か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
□
た
だ
し
□
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限

は
□
同
日
の
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

 

２ 

入
札
の
場
所 

千
葉
県
流
山
区
画
整
理
事
務
所 

 

３ 

入
札
書
の
提
出
方
法 

簡
易
書
留
に
よ
る
郵
送
又
は
本
人
若
し
く
は
代
理
人
の
持
参
に
よ
る
も
の

と
す
る
□ 

 

４ 

入
札
参
加
上
の
注
意 

 
 

 
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
□
七
に
よ
る
入
札
参
加
の
申
込
み
を
行
い
□
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
な
お
□
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
て
い
な
い
者
は
□
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

 
 

 
 

入
札
書
に
は
□
分
譲
案
内
書
に
よ
る
所
定
の
入
札
保
証
金
提
出
書
に
□
五
に
よ
る
入
札
保
証
金

に
係
る
納
付
書
兼
領
収
書
を
貼
り
付
け
た
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
□ 

 

５ 

開
札
の
日
時
及
び
場
所 

次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

 

物
件 

番
号 

日 
 

時 

場 
 

所 

１ 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日
□
月
曜
日
□
午
前
九
時
三
十
分 

千
葉
県
流
山
区
画

整
理
事
務
所
三
階

入
札
室 

２ 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日
□
月
曜
日
□
午
前
十
時 

五 

入
札
保
証
金 

 
 

納
付
す
る
も
の
と
し
□
そ
の
額
は
□
見
積
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
す
る
□ 

六 

入
札
の
無
効 

 
 

規
則
第
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
□
無
効
と
す
る
□ 

七 

入
札
参
加
の
申
込
期
間
□
受
付
場
所
及
び
申
込
方
法 

 

１ 

申
込
期
間 

令
和
八
年
五
月
十
四
日
□
木
曜
日
□
及
び
十
五
日
□
金
曜
日
□
の
午
前
九
時
か
ら
正

午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

２ 

受
付
場
所 

千
葉
県
流
山
区
画
整
理
事
務
所 

 

３ 

申
込
方
法 

事
前
に
三
の
問
合
せ
先
に
電
話
で
連
絡
の
上
□
分
譲
案
内
書
に
よ
る
所
定
の
書
類
を

本
人
又
は
代
理
人
が
持
参
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

八 

そ
の
他 

 

１ 

代
金
の
支
払
方
法 

売
買
契
約
の
締
結
日
ま
で
に
□
契
約
保
証
金
と
し
て
売
買
代
金
の
百
分
の
十

以
上
を
納
付
し
□
売
買
代
金
と
契
約
保
証
金
と
の
差
額
を
同
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
□
県

が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
す
る
□ 

 

２ 

そ
の
他 

詳
細
は
□
分
譲
案
内
書
に
よ
る
□ 

 

  
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
成
田
市
の
変
更
に
係
る
成
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
送
付

が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

正

誤 

 

令
和
五
年
七
月
七
日
付
け
県
報
第
一
三
八
五
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 

□
警
察
本
部
交
通
部
□ 

 
 

ペ
□
ジ 

段 

行 

誤 

正 

 
 

四 
上 

後
ろ
か

ら
一
六 

 
 

  

（一） （二） 

普
通

免
許

 
普

通
二

輪
免

許
 

 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 第１４１２７号 令和 8 年 3 月 23 日（月曜日） 
                                    

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


